
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 
 南関町長 様 
 

被相続人にかかる徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く）および還付に関する書類を受領する相続人の代表者とし

て下記のとおり指定しますので、地方税法第９条の２第１項の規定に基づき届出ます。 

また、被相続人名義の固定資産税に係る相続登記その他の所有権移転手続きが完了するまでの間、南関町税条例

第７４条の３の規定に基づき、地方税法第３８４条の３に規定する現所有者を次のとおり申告します。 
 

届出を行う税目 □ 町民税・県民税  □ 固定資産税  □ 軽自動車税  □ 国民健康保険税 
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〒    －         電話：   （     ） 
 

 

 

ふりがな  

被相続人

との関係 

□ 配偶者 □ 子 

□ 父母  □ 兄弟姉妹 

□ その他（     ） 

氏 名 ㊞  

生年月日 明 /大 /昭 /平 /令    年   月   日 

個人（法人）番号              

 ※相続人代表者と同一の場合、記入は不要です。 
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    年   月   日 
 

 

 

 
明 /大 /昭 /平 /令 
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明 /大 /昭 /平 /令 
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※資産等の権利関係（所有権等）を決定するものではありません。 

※法定相続以外の場合、遺産分割協議書・公正証書遺言等の写しを添付してください。 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝以下、事務使用欄＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
 

届出人 

（※） 

住 

所 

〒    －     電話：    （    ） 

 
氏 

名 
  ㊞  

届出日：令和  年  月  日 

課長 審議員 課長補佐 係長 係 

     

 

宛名登録 代表者登録 納付書 

有 
 

無・済  / 
済  /  

手渡    / 
 

送付    / 

 

受付印 



 

  

被相続人                     
１．納税義務等の有無 

被相続人 □ 有 

□ 町県民税 □ 固定資産税（未登記家屋 有・無）□ 軽自動車税 □ 国民健康保険税 

□ 軽自名義変更済 

□ 無                      標識番号（       ） 

納税管理人・相続人代表登録設定の有無 

  □ 有       □ 相続人代表者登録済 

  被管理人氏名（被相続人が管理人となっている方）＝                       

       □ 町県民税 □ 固定資産税（未登記家屋 有・無）□ 軽自動車税 □ 国民健康保険税 

  □ 有       □ 相続人代表者登録済 

  管理人氏名（被相続人の管理人となっている方）＝                       

       □ 町県民税 □ 固定資産税（未登記家屋 有・無）□ 軽自動車税 □ 国民健康保険税 

 共有名義（行政システム 固定資産税 17共有者照会） 

  □ 有       □ 共有名義宛名変更済 

  義務者宛名 ＝                             

  □ 納税管理人等・共有名義関係なし 

 

２．被相続人及び上記関係者の滞納の有無 

□ 有 ⇒ 徴収係に連絡        □ 無 

 

３．口座振替申込状況 （被相続人口座については廃止が必要・他人口座なら不要である） 

□ 有（被相続人及び上記関係者の納税義務にかかるもので、被相続人口座） ⇒ 廃止届が必要 

□ 有（上以外の者の納税義務にかかるもので、被相続人口座）       ⇒ 廃止届が必要 

□ 有（被相続人及び上記関係者の納税義務にかかるもので、他人口座）   ⇒ 廃止届は不要 

  口座廃止となる税目      □ 口座廃止内容説明済 

被相続人義務者分   □ 町県民税  □ 固定資産税  □ 国民健康保険税  □ 軽自動車税 

 被相続人義務者以外分 □ 町県民税  □ 固定資産税  □ 国民健康保険税  □ 軽自動車税 

４．納付書等の交付結果 

被相続人の納税義務にかかるもの    

町県民税     期以降 □ 手渡し □ 郵送 □ 納付済 □ 口座登録予定 □ 口座有     

固定資産税    期以降 □ 手渡し □ 郵送 □ 納付済 □ 口座登録予定 □ 口座有 

軽自動車税    期以降 □ 手渡し □ 郵送 □ 納付済 □ 口座登録予定 □ 口座有 

国民健康保険税  期以降 □ 手渡し □ 郵送 □ 納付済 □ 口座登録予定 □ 口座有 

上記関係者の納税義務にかかるもの  義務者名（            ） 

町県民税     期以降 □ 手渡し □ 郵送 □ 納付済 □ 口座登録予定 □ 口座有 

固定資産税    期以降 □ 手渡し □ 郵送 □ 納付済 □ 口座登録予定 □ 口座有 

軽自動車税    期以降 □ 手渡し □ 郵送 □ 納付済 □ 口座登録予定 □ 口座有 

国民健康保険税  期以降 □ 手渡し □ 郵送 □ 納付済 □ 口座登録予定 □ 口座有 

※口座振替申請時の義務者名は、代表登録された方になることを説明する。また、代表登録された

方が口座振替申請済の場合その内容が反映するため説明を行う必要がある。 □ 内容説明済 

 

 

手続応対者 町県民税 固定資産税 軽自動車税 国保税 徴収係 

 

     

 

 


